
移行定着支援事業実施要領

１ 趣旨

この要領は、沖縄県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業補助金交付要綱（平成19年３月７日

沖縄県福祉保健部長決裁。以下「補助金交付要綱」という。）及び移行定着支援事業実施要綱（平成21年

11月５日沖縄県福祉保健部長決裁。以下「事業実施要綱」という。）に定めるもののほか、移行定着支援

事業の実施に関し必要な事項を定める。

２ 補助対象事業所

移行定着支援事業の補助対象事業所は、平成21年４月１日から平成24年３月31日までに、次の各号に掲

げる事業所又は施設（以下「小規模作業所等」という。）から障害者自立支援法に基づく新体系サービス

の事業所（地域活動支援センターを除く。以下「新体系サービス事業所」という。）へ移行する事業所と

する。

⑴ 小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者の地域における作業活

動の場として同法第15条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。）

⑵ 小規模通所授産施設（障害者自立支援法（平成17年法律第123号。以下「法」という。）附則第41条

の規定によりなお従前の例に運営することができるとされている身体障害者小規模通所授産施設、法附

則第58条の規定によりなお従前の例に運営することができるとされている知的障害者小規模通所授産施

設及び法附則48条の規定によりなお従前の例に運営することができるとされている精神障害者小規模通

所授産施設で、その運営事業に対して都道府県の補助を受けているものをいう。）

⑶ 福祉工場（身体障害者福祉工場の設備及び運営について（昭和47年７月22日社更第128号更正省社会

局長通知）及び身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る福祉工場等の相互利用制度実施要綱（平

成19年12月３日障発第1203001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙。以下、この号

において「福祉工場等の相互利用制度実施要綱」という。）に基づき運営される身体障害者福祉工場、

知的障害者福祉工場設置運営要綱（昭和60年５月21日厚生省発児第104号厚生事務次官通知の別紙）及

び福祉工場等の相互利用制度実施要綱に基づき運営される知的障害者福祉工場並びに法附則第48条の規

定によりなお従前の例に運営することができるとされている精神障害者福祉工場（福祉工場等の相互利

用制度実施要綱に基づく事業を行うものを含む。）で、その運営事業に対して都道府県の補助を受けて

いるものをいう。）

⑷ 精神障害者生活訓練施設（法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができるとさ

れている精神障害者生活訓練施設（デイ・ケア施設併設型又は一般型）で、その運営事業に対して都道

府県の補助を受けているものをいう。）

⑸ 精神障害者授産施設（法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができるとされて

いる精神障害者通所授産施設及び精神障害者入所授産施設で、その運営事業に対して都道府県の補助を

受けているものをいう。）

３ 交付申請

補助金の交付を受けようとする事業所は、知事が別に定める日までに補助金交付要綱第４条に規定する

沖縄県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業補助金交付申請書を提出するときに、合わせて移行

定着支援事業実施届出書（要領第１号様式）を知事に提出することとする。

補助金の交付申請は、新体系サービス事業所として法第36条の規定による知事の指定を受けた日以降に

行うこととする。ただし、知事が特に認める場合については、その限りでない。

４ 補助対象経費の内容

移行定着支援事業に係る補助対象経費は、小規模作業所等が新体系サービス事業所へ移行した場合にお

いて経過的に生じる経費で、次のとおりとする。

⑴ 移行定着支援事業の補助対象となる経費については、新体系サービスで新たに生じる事務処理の定着

支援のための事務職員の雇用や事務処理機器の購入等に係る経費（以下「事務処理定着促進経費」とい

う。）のうち、別表に定める補助対象経費とする。

⑵ 移行定着支援事業の補助対象となる経費については、小規模作業所等が新体系サービス事業所へ移行

する場合において、移行前の利用者が移行後に引き続き当該新体系サービス事業所を利用し、定着する

ための経過的な施策（以下「利用者負担減免措置」という。）であって、次のアからウまでに掲げるす

べての要件を満たすものに係る経費とする。



ア 小規模作業所等の移行前の利用者が移行後に引き続き当該新体系サービス事業所を利用し、定着さ

せることを目的として、事業者が自らの判断により、移行定着支援事業の実施に係る経費として交付

される補助金の範囲内において、事業者が負担して行うこと。

イ 新体系サービス事業所に移行する前から小規模作業所等を利用しており、引き続き移行後の当該新

体系サービス事業所を利用する者（他の障害福祉サービス事業所を利用している者を除く。以下「減

免対象者」という。）を対象とすること。

ウ 利用者負担減免措置の実施に当たっては、新体系サービス事業所を利用する減免対象者に同様又は

同等の措置を実施し、減免対象者の利用の内容又は形態に応じ利用者負担減免措置の種類及び内容に

差異を設けていないこと。

５ 補助基準額

補助金の補助基準額は、次のとおりとする。

⑴ 初年度（補助対象事業者が新体系サービス事業所として法第36条の規定による知事の指定を受けた日

（⑵において「指定日」という。）の属する会計年度）の補助基準額は、1,000千円とする。

⑵ ２年度（指定日から１年経過する日の翌日の属する会計年度）の補助基準額は、500千円とする。

６ 変更届

補助金の交付決定後に事情の変更により、事業計画の中止又は内容の変更を行う場合は、補助金交付要

綱第５条第１項第１号及び第２号並びに第７条に定める手続と合わせて、移行定着支援事業の実施に係る

（中止・変更）届出書（要領第２号様式）を知事に提出することとする。ただし、交付決定の基礎となる

事業費総額の20パーセント以内の軽微な変更の場合で、要領第１号様式（別紙２）に記載する実施方法に

関し変更がないときは、その限りでない。

７ 実績報告

補助金の交付を受ける事業所は、事業完了後１月が経過した日又は翌年度の４月10日のいずれか早い日

までに、補助金交付要綱第10条の規定により沖縄県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業補助金

実績報告書を提出するときに、合わせて移行定着支援事業実施報告書（要領第３号様式）を知事に提出す

ることとする。

８ その他留意事項

知事は、事業者から移行定着支援事業を利用した利用者負担減免措置の実施の届出があった場合は、管

内市町村に利用者負担減免措置の実施に関する情報を提供することができるものとする。

附 則（平成22年２月26日障害保健福祉課長決裁）

この要領は、平成22年２月26日から施行し、平成21年度分の予算から適用する。

別表（要領４関係）

事務処理定着促進経費に係る補助対象経費

内容 補助対象経費

事務職員の雇用に係る経費 給料、報酬、手当、共済費及び賃金

事務処理機器の購入等に係る経費 備品購入費及び当該備品の購入に付随して生じる消耗品費並びに

役務費（通信運搬費・手数料等）

補助事業の対象となる事務処理機器については、申請する年度

の３月31日までに搬入納品されるものに限るものとする。



要領第１号様式

１　移行前の事業内容について

（ ）　小規模作業所 （ ）　精神障害者生活訓練施設

（ ）　小規模通所授産施設 （ ）　精神障害者授産施設

（ ）　福祉工場

【備考】該当する事業内容に○を付けてください。

２　移行後の新体系サービス事業の状況について

年 月 日

（ ）生活介護 （ ）就労継続支援（Ａ型）

（ ）療養介護 （ ）就労継続支援（Ｂ型）

（ ）自立訓練(機能訓練） （ ）施設入所支援

（ ）自立訓練(生活訓練） （ ）グループホーム・ケアホーム

（ ）就労移行支援 （ ）福祉ホーム

（ ）その他（ ）

【備考】該当する事業内容全てに○を付けてください。

３　事業実施計画

⑴　事務処理定着促進経費（ア＋イ） ⑴ 円

　ア　移行定着支援のための事務職員の雇用 ア 円

内訳 給料 円

報酬 円

手当 円

円

賃金 円

円

　イ　移行定着のための事務処理機器の購入 イ 円

内訳 備品購入費 円

円

円

⑵　利用者負担減免措置の費用 ⑵ 円

円 千円

添付書類

ア　事務職員の雇用

イ　事務処理機器購入

⑵　利用者負担減免措置費
⑶　その他　　指定通知書の写し（指定手続き中の事業所は、県に提出した指定申請書の事業所控えの写し）

要領第１号様式(別紙１）から（別紙３）まで

⑴　事務処理定着促進経費
(ｱ)　当該対象職員の氏名及び採用年月日がわかる書類の写し

(ｲ)　事務処理機器の一覧又は商品カタログ(該当部分のみ、写し可）等
(ｳ)　複数業者の見積書等（既に支出済みの場合は納品書(写し）及び
　　 支払い領収書(写し））

総事業費（⑴＋⑵）

(1)　事務処理定着
　　 促進経費

精算報告額
（左の額の千円未満切り捨てた額）

（　　　　　　　　　）

(2)　利用者負担減
      免措置費

平成＿＿年＿＿月＿＿日

（　　　　　　　　　）

移行定着支援事業実施届出書

（　　　　　　　　　）

名　　称

所在地

移行前の事業種別

指定年月日

共済費

種別（費用の内訳） 事業費事業内容

移行後の事業種別



要領第１号様式（別紙１）

                                        平成＿＿年＿＿月＿＿日

　沖縄県知事 　殿 　

所在地

 名　称

代表者

　(郵便番号 － ）

県 郡・市

連絡先 電話番号

　(郵便番号 － ）

県 郡・市

連絡先 電話番号

平成 年 月 日

ＦＡＸ番号

フリガナ

氏　　名

利用者負担減免措置の実施に係る届出書

申請者　　

(設置者）

申
請
者

（
設
置
者

）

指
定

(

予
定

）
事
業
所

　沖縄県障害者自立支援臨時特例基金特別対策事業補助金交付要綱に基づく移行定着支援事業を活
用し利用者負担軽減事業を実施したいので、下記のとおり関係書類を添えて届出ます。

職名

代表者の住所

事業所の所在地

名　　称

フリガナ

指定(予定）年月日

ＦＡＸ番号

主たる事務所の所在地

フリガナ

名　　称

代表者の職・氏名

印



要領第１号様式（別紙２）

１　実施方法
(例：利用者負担額の全額を軽減する。）

２　対象者数
（例：６人）

３　対象者の支給決定市町村別人数
(例：○○市５名、○○町１名）

所　要　額
円　　

１　実施方法
(例：利用者負担額の半額を軽減する。）

２　対象者数
（例：６人）

３　対象者の支給決定市町村別人数
(例：○○市５名、○○町１名）

所　要　額
円　　

　○○○○事業所においては、次のとおりの利用者負担の軽減を行うこととしており、これに要
する費用については以下のとおり見込んでいます。

 利用者負担
 減免措置の
 内容

利用者負担減免措置の実施計画書

 利用者負担
 減免措置の
 内容

２年度目

初年度

初年度総額

２年度目総額



年度区分　（　　初年度　　・　　２年度目　　）

減免措置の実施(予定）期間（　平成＿＿年＿＿月分から平成＿＿年＿＿月分）

支給決定市町村 減　免　対　象　者　氏　名

1 円 月分 円

2 円 月分 円

3 円 月分 円

4 円 月分 円

5 円 月分 円

6 円 月分 円

7 円 月分 円

8 円 月分 円

9 円 月分 円

10 円 月分 円

11 円 月分 円

12 円 月分 円

13 円 月分 円

14 円 月分 円

15 円 月分 円

16 円 月分 円

17 円 月分 円

18 円 月分 円

19 円 月分 円

20 円 月分 円

21 円 月分 円

22 円 月分 円

23 円 月分 円

24 円 月分 円

25 円 月分 円

円

【備考】この様式は、各事業年度区分ごとに別葉で作成すること。

合計

利用者負担軽減措置減免対象者名簿(計画）

月額 対象月数 年度内軽減額



要領第２号様式

                                        平成＿年＿月＿日

　沖縄県知事 　殿 　

所在地

 名　称

代表者

記

１　中止又は変更の理由

２　中止又は変更の内容

３　変更の場合は、変更後の内容について、要領第１号様式及び添付書類を提出すること。

　平成＿年＿月＿日付けで申請した沖縄県障害者自立支援臨時特例基金特別対策事業補助金交付
要綱に基づく移行定着支援事業について、下記のとおり（　中止　・　変更　）しますので報告
します。

移行定着支援事業の実施に係る（　中止・変更　）届出書

申請者　　

(設置者）

印



要領第３号様式

１　事業実施報告

⑴　事務処理定着促進経費（ア＋イ） ⑴ 円

　ア　移行定着支援のための事務職員の雇用 ア 円

内訳 給料 円

報酬 円

手当 円

円

賃金 円

円

　イ　移行定着のための事務処理機器の購入 イ 円

内訳 備品購入費 円

円

円

⑵　利用者負担減免措置の費用 ⑵ 円

円 千円

添付書類

ア　事務職員の雇用

イ　事務処理機器購入

⑵　利用者負担減免措置費

平成＿年＿月＿日

要領第３号様式（別紙１）

⑴　事務処理定着促進経費

移行定着支援事業実施報告書

事業内容 種別（費用の内訳） 事業費

共済費

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

(2)　利用者負担減
      免措置費

(1)　事務処理定着
　　 促進経費

（　　　　　　　　　）

総事業費（⑴＋⑵）
精算報告額

（左の額の千円未満切り捨てた額）

(ｱ)　事務処理機器の一覧、商品カタログ(該当部分のみ、写し可）
(ｲ)　納品書(写し）
(ｳ)　支払い領収書(写し）

(ｱ)　当該対象職員の氏名及び採用年月日がわかる書類の写し
(ｲ)　当該対象職員の賃金台帳等支払い内容がわかる書類の写し



要領第３号様式（別紙１）

年度区分（　　初年度　　・　　２年度目　　）

軽減措置の実施期間（　平成＿＿年＿＿月分から平成＿＿年＿＿月分まで）

支給決定市町村

1 月分 円

2 月分 円

3 月分 円

4 月分 円

5 月分 円

6 月分 円

7 月分 円

8 月分 円

9 月分 円

10 月分 円

11 月分 円

12 月分 円

13 月分 円

14 月分 円

15 月分 円

16 月分 円

17 月分 円

18 月分 円

19 月分 円

20 月分 円

21 月分 円

22 月分 円

23 月分 円

24 月分 円

25 月分 円

円

【留意事項】この様式は、申請年度内に交付決定を受けた予算の範囲内で減免を行った対象者について
作成すること。

利用者負担軽減措置減免対象者名簿(実績）

実施月数 期間内軽減額減　免　対　象　者　氏　名

合計






